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暮
ら
し

Ｎ
Ｃ
Ｃ
の
ま
ち
づ
く
り

に
関
す
る
オ
ー
プ
ン
ハ
ウ
ス

ID 1030264
　
鶴
田
駅
周
辺
エ
リ
ア
の
都
市
機
能
誘

導
区
域
の
設
定
に
つ
い
て
、
パ
ネ
ル
展

示
や
映
像
な
ど
を
自
由
に
見
学
し
た

り
、
職
員
と
意
見
交
換
を
行
っ
た
り
す

る
こ
と
が
で
き
る
オ
ー
プ
ン
ハ
ウ
ス
を

開
催
し
ま
す
。

▼
期
間・会
場　
12
月
14
～
16
日
＝
ヨ
ー 

ク
ベ
ニ
マ
ル
鶴
田
店
（
鶴
田
町
）、
12

月
21
～
23
日
＝
た
い
ら
や
姿
川
店
（
西

川
田
町
）。

▼
時
間　
午
前
10
時
～
午
後
３
時
。

問
Ｎ
Ｃ
Ｃ
推
進
課
☎（
632
）２
０
３
９

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
の

オ
ン
ラ
イ
ン
転
出
届
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

ID 1030769
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の

人
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン

か
ら
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
利
用
し
て
オ

ン
ラ
イ
ン
で
転
出
届
が
で
き
、
窓
口
で

の
手
続
き
は
不
要
で
す
。

　
な
お
、新
し
い
住
所
へ
の
転
入
届
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
参
し
、
新

住
所
地
の
市
区
町
村
窓
口
で
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
市

ま
た
は
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
URL1

を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問
市
民
課
☎（
632
）２
２ 

７
１窓

口
待
ち
状
況
配
信
サ
イ
ト
で

混
雑
状
況
が
確
認
で
き
ま
す

ID 1026541
　
市
民
課
の
他
、
す
べ
て
の

・

の

窓
口
の
待
ち
人
数
や
呼
び
出
し
番
号
を

リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
確
認

で
き
、
混
雑
時
間
を
避

け
た
り
、
利
用
す
る
施

設
を
選
択
し
た
り
で
き

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

▼
使
用
方
法　
市

か
ら
、
各
窓
口
待

ち
状
況
配
信
サ
イ
ト
へ
ア
ク
セ
ス
。

▼
そ
の
他　
窓
口
待
ち
状
況
配
信
サ
イ

ト
の
ア
ン
ケ
ー
ト
URL2

に
ご
協
力
く
だ
さ

い
（
所
要
時
間
３
分
程
度
）。

問
市
民
課
☎（
632
）２
２
６
３
、
み
ん
な

で
ま
ち
づ
く
り
課
☎（
632
）２
８
８
４

公
益
活
動
を
行
う
団
体
へ
の

寄
付
を
募
集
し
ま
す

ID 1027975
　
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
型
ふ
る

さ
と
納
税
に
よ
り
、
寄
付
金
額
に
応
じ

た
税
の
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、市

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
人
口
対
策・移
住
定
住
推
進
室
☎（
632
） 

５
０
３
７

URL1　https://myna.go.jp
URL2　https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6vd9innMWIJ8M4MpRCRABFyvazzPaXqzKj8CfWuExIimoaA/viewform?vc=0&c�
=0&w=1&flr=0

今月の
デジ活

マイナンバーカードで簡単に申請書が作成できます！

書かない窓口システム
ID 1033406

　このコーナーでは、本市が提供する、日々の生活で使える便利なデジタルサービスを紹介します。
　今回は、12月から市役所の一部窓口で先行導入する「書かない窓口システム」をご紹介します。

問デジタル政策課☎（632）2094

デジタル政策課デジタル政策課
主任 主任 小小

こばやしこばやし
林林　　俊俊

しゅんしゅん
平平
ぺいぺい
　主事 　主事 石石

いしいし
﨑﨑
ざきざき
　　豪豪

たけたけ
浩浩
ひろひろ

書かない窓口システムとは
　書かない窓口システムでマイナンバーカー
ドなどの本人確認証を読み取ると、氏名・住所・
生年月日などが自動で印字され、スムーズに
書類が作成できます。
　12月から市役所の一部窓口で利用を開始

し、順次、取り扱い手続きを
増やしていきます。
　窓口によって取り扱い手続
きや利用方法が異なります。
詳しくは、市 をご覧ください。

11

利用開始日と設置場所
■利用開始日　12月15日（金）。
■設置場所
▼�市民課（市役所１階）・税制課（市役所２階）
＝記載台に設置してあるシステムをご自身
で操作できます。

▼�市民課・保険年金課（市役所1階）、子ども
政策課・子ども支援課（市役所２階）＝窓
口に設置したシステムを職員が案内します。

■使用できる本人確認証　マイナンバーカー
ド、運転免許証、在留カードなど。

22

▲�アンケート ▲市
▲マイナ
　ポータル�



29 本文中に記載がないものは、原則として、対象＝どなたでも、費用＝無料、申込＝不要。 ＝地区市民センター、 ＝出張所、
＝生涯学習センター、 ＝申込時に記載する基本項目は、催し名・郵便番号・住所・氏名・ふりがな・電話番号・人数。

特
　
集

健
康
・
福
祉

国
保
・
年
金

暮
ら
し・住
ま
い

環
境・安
全

文
化
・
教
養

ス
ポ
ー
ツ

相
　
談

情
報
ひ
ろ
ば

税
・
産
業
・
雇
用

子
ど
も
・
子
育
て

教
室
・
講
座催

し

▼�公表方法　各意見提出先の他、行政情報セン
ター（市役所１階）、各 ・ ・ ・市民活動
センター、市 で閲覧できます。

▼�意見提出方法　直接または送付・ファクス・Ｅ
メール（意見・住所・氏名・電話番号・年齢を
明記）で、各意見提出先へ。

概要 公表・意見
募集期間 意見提出先

宇都宮市景観
計画の一部変
更、宇都宮市
景観条例の一
部改正

ＪＲ宇都宮駅東側の整備など、都心部の景観を取
り巻く社会情勢の変化に対応しながら、引き続き
良好な景観を創出するため、都心景観ゾーンの区
域の見直しによる景観計画の一部変更。また、景
観に配慮した景観誘導を行うため、（仮）事前協議
制度の導入に向けた景観条例の一部改定するもの

12月22日
まで（必着）

〒320-8540
市役所景観みどり課（市役所10�
階）
☎（632）2568　 （632）5421
u55002100@city.utsuno�

miya.tochigi.jp

第３次宇都宮
市食料・農業・
農村基本計画

「食」と「農」を取り巻く環境が変化する中、
本市農業が持続的に営まれ、市民に高品質な農
産物を安定的に供給できる価値の高い産業とし
て発展できるよう、総合的・計画的に施策を推
進するため、本市農業行政の基本方針として策
定するもの

12月28日
まで（必着）

〒320-8540
市役所農業企画課（市役所７階）
☎（632）2472　 （639）0619
u2325@city.utsunomiya.

tochigi.jp

宇都宮市立地
適正化計画

本市のネットワーク型コンパクトシティの形成
を推進する「宇都宮市立地適正化計画」の策定
から約５年が経過するため、中間評価・見直し
を行うもの。なお、今回の見直しに伴う、鶴田
駅周辺エリアの都市機能誘導区域の設定につい
て、オープンハウスを開催（28ページ参照）

12月 7 ～�
28日
（必着）

〒320-8540
市役所NCC推進課（市役所11
階）
☎（632）2563　 （632）5421
u55000505@city.utsuno�

miya.tochigi.jp

第２次宇都宮
都市交通戦略
改訂計画

「第２次宇都宮都市交通戦略」の策定から５年
が経過するため、中間見直しを行い、「スーパー
スマートシティ」の実現に向け、子どもから高
齢者まで、誰もが快適に移動できる移動環境の
構築を推進するためのもの

12月19日
～令和６年
１月18日
（必着）

〒320-8540
市役所交通政策課（市役所６階）
☎（632）2160　 （632）5426
u2015@city.utsunomiya.

tochigi.jp芳賀・宇都宮
地域公共交通
計画

「スーパースマートシティ」の基盤となるNCC
の着実な形成に向け、芳賀町と連携し、LRTを
基軸とした公共交通ネットワークの維持・充実
を図るためのもの

（仮称）
都心部まちづ
くりプラン

「都心部まちづくりビジョン」の具現化に向け、
人とさまざまな交通手段が共存し、移動しやす
く、魅力あふれる都心部の形成を目指し、市民
などの活動を支える多様なまちの機能の充実や
人中心の居心地が良いウオーカブルな空間の形
成などを官民協働で推進するためのもの

12月25日
～令和６年
１月22日
（必着）

〒320-8540
市役所都心部まちづくり推進室
（市役所11階）
☎（632）2564　 （632）5421
u55000805@city.utsuno�

miya.tochigi.jp

（仮称）
宮っこを
守り・育てる
都市宣言

すべての子どもたちが生まれ育った環境に左右
されることなく、思いやりの心を持って、人間
力を高めながら、笑顔で生き生きと成長できる
社会の実現に向け、地域社会が一体となって
宮っこを守り・育てることを宣言するもの

決まり次第、�
市 でお知
らせします

〒320-8540
市役所子ども政策課（市役所２階）
☎（632）2694　 （638）8941
u1806@city.utsunomiya.

tochigi.jp

ID 1009815

パブリックコメントを募集します

　市民の皆さんと共にまちづくりを進めるため、素案を公　市民の皆さんと共にまちづくりを進めるため、素案を公
表し、意見を募集するパブリックコメントを実施します。表し、意見を募集するパブリックコメントを実施します。
　ぜひ皆さんの意見をお寄せください。　ぜひ皆さんの意見をお寄せください。

皆さんの意見をまちづくりに
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暮
ら
し

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

に
関
す
る
手
続
き

ID 1028960■
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
で
の
出
張
申
請

サ
ポ
ー
ト

▼
期
間
・
会
場　
12
月
４
～
６
日
＝
豊

郷

（
岩
曽
町
）、
12
月
５
～
７
日
＝

篠
井

（
下
小
池
町
）、
12
月
11
～
13

日
＝
姿
川

（
西
川
田
町
）・
雀
宮

（
新
富
町
）、
12
月
18
～
20
日
＝
上
河
内

（
中
里
町
）・
河
内

（
中
岡
本
町
）。

▼
時
間　
午
前
９
時
～
午
後
５
時
。

▼
内
容　
申
請
書
の
記
入
補
助
や
顔
写

真
の
無
料
撮
影
。

▼
対
象　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
初

め
て
申
請
す
る
人
。

■
休
日
窓
口
の
開
設

▼
日
時　
12
月
３
日（
日
）・16
日（
土
）、

午
前
８
時
30
分
～
午
後
４
時
。

▼
会
場　
市
民
課
（
市
役
所
１
階
）。

▼
内
容　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交

付
、
電
子
証
明
書
の
更
新
、
暗
証
番
号

の
再
設
定
。

▼
そ
の
他　
交
付
場
所
が
各

・

の

人
は
、
１
週
間
前
ま
で
に
、
休
日
窓
口

で
の
受
け
取
り
を
希
望
す
る
旨
を
交
付

場
所
に
ご
連
絡
の
上
、
お
越
し
く
だ
さ

い
。

問
市
民
課
☎（
632
）５
２
６
６

都
市
再
生
整
備
計
画

事
後
評
価
原
案
を

公
表
・
意
見
募
集
し
ま
す

ID 1005990■
事
後
評
価
原
案
の
公
表

▼
対
象
地
区　
宇
都
宮
都
市
拠
点
地
区
。

▼
期
間　
12
月
11
～
25
日
（
土
・
日
曜

日
、
祝
休
日
を
除
く
）。

▼
閲
覧
場
所　
市
街
地
整
備
課
（
市
役

所
11
階
）。
市

か
ら
も
閲
覧
可
。

■
意
見
募
集

　
案
に
意
見
が
あ
る
人
は
、
公
表
期
間 

中
、
直
接
ま
た
は
送
付
・
フ
ァ
ク
ス
・ 

Ｅ
メ
ー
ル
（
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・ 

年
齢
・
意
見
を
明
記
）
で
、
〒
320－

8540

市
役
所
市
街
地
整
備
課
☎（
632
）２
５
８ 

６
、
（
632
）５
４
２
１
、

u1212@
city.utsunom

iya.tochigi.jp

へ
。

住
ま
い

市
営
住
宅
の
入
居
者

12
月
の
募
集

ID 1005648▼
受
付
日
時　
12
月
７
日
ま
で
、
午
前

８
時
30
分
～
午
後
６
時
。

▼
受
付
会
場　
宇
都
宮
市
営
住
宅
管
理

セ
ン
タ
ー（
中
央
1
丁
目・東
急
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
）。

▼
抽
選
会　
12
月
11
日（
月
）。

▼
そ
の
他　
募
集
住
宅
や
入
居
申
込
資

格
・
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
、
宇
都
宮

市
営
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー
、
住
宅
政
策

課(

市
役
所
９
階)

、
各

・

な
ど
に

置
い
て
あ
る
「
入
居
申
込
案
内
」「
市

営
住
宅
入
居
者
募
集
」
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

問
宇
都
宮
市
営
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー
☎ 

（
678
）８
８
６
１
、
住
宅
政
策
課
☎（
632
） 

２
５
５
３

URL1　https://lgpos.task-asp.net/cv/092011/ea/residentsportal/home　　　URL2　https://www.eltax.lta.go.jp
URL3　https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/04000067.html
URL4　https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html

冬の水道　トラブル対策
問�道路から水道メーターまでの水道管の破裂＝配水管理セ
ンター☎（616）1331、メーター破損＝検針受付センター☎
（683）5300
■防寒対策で凍結を防ごう
▼�露出している水道管や蛇口に保温材を
巻き、上からビニールテープなどを巻
き、凍結防止対策をしてください（図
１参照）。
▼�メーターボックス内の凍結防止対策
が不十分だと、メーターのガラスが
破損する事があります。不凍バルブ
が付いている場合は、水抜きをしてく
ださい（図２参照）。旧バルブの場合は、
水抜きができませんので、布などを
入れて防寒対策を行ってください。
■凍結してしまったら
▼�凍結部分にタオルを当て、上からぬるま湯をゆっくりか
けてください。熱湯をかけると、管や蛇口が破裂する事
があります。
▼�凍結によって、ご自宅内の水道管が破裂した場合には、
メーターボックスの中にあるバルブを閉めて、最寄り
の指定給水装置工事事業者（市 から閲覧可）へご連
絡ください。

宇都宮市自治会シンポジウム
問自治会シンポジウム実行委員会事務局
（みんなでまちづくり課内）☎（632）2288

▼日時　令和６年２月３日（土）午後１時～４時。
▼会場　ライトキューブ宇都宮（宮みらい）。
▼�内容　若者や女性、子育て世代など、誰もが参加しや
すい自治会づくりにつなげるパネルディスカッション
や参加者交流会など。
▼申込期間　12月11日～１月19日。
▼�申込方法　市電子申請共通システムURL1に必要事項を入�
力するか、みんなでまちづくり課（市役所10階）、各
などに置いてある申込用紙に必要事項を書き、ファ

クスで、自治会シンポジウム実行委員会事務局 （632）
3268へ。

ビニール
テープ保温材

（布切れ、
古毛布など）

図１

旧バルブ

図２

不凍バルブ

閉めると戻り水が
あります

ID 1015549

ID 1033314

／誰もが参加しやすい自治会へ／


